
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27（2015）年 

立川市教育委員会 

 

  

 

立川市第３次子ども読書活動推進計画 



 

 

はじめに 

～本計画の策定にあたって～ 

 

 

平成 13(2001)年に「子どもの読書活動の推進に関する法律」が成立したこと

を受けて、本市では平成 17(2005)年９月、「子どもと本のすてきな出会いを 立

川市子ども読書活動推進計画」を策定し、５年後の平成 22(2010)年５月には「立

川市第２次子ども読書活動推進計画」を策定することで、子どもの読書環境の

充実にきめ細かく取り組んでまいりました。 

立川市教育委員会では、引き続き本市のすべての子どもたちが、あらゆる機

会とあらゆる場所において、自主的に読書を行うことができるよう、市と市民

が協働して子どもの読書環境の整備を進めていくことを目的として、ここに「立

川市第３次子ども読書活動推進計画」を策定し、さらなる子どもの読書環境の

整備と充実に努めていくものとします。 

 

 

 

 

 

立川市教育委員会 
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[参考]読書の意義と効果（鈴木佳苗氏、社会教育 2012年 11月号） 

 

第１章 計画策定の背景 

 

１ 計画策定の経緯 
読書活動は、子どもたちの心の豊かさの発達に影響を与えるといわれてい

ます。読書は感受性を育み、感動する心や思いやりの心を養うなど「心の成

長」と「心の癒し」といった心理的側面の効果とともに、「学力向上」や「学

習意欲の醸成」などの学習的側面の効果も期待されています。 

 そこで、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的・計画的に推進し、

子どもの健やかな成長に資することを目的に「子どもの読書活動の推進に関

する法律」（平成 13(2001)年法律第 154号）が制定されました。 

 その中では、「子ども（おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。）の読

書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊

かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことので

きないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆ

る場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのた

めの環境の整備が推進されなければならない」という基本理念が示されると

ともに、市町村においても子ども読書活動推進計画の策定に努める旨明記さ

れました。 

 これに基づき、本市においても「子ども読書活動推進計画」を策定するこ

ととなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
読書に期待される効果の要素例 

 

心の成長 

心理的側面 

感受性を育む 耐性力向上 他者への共感 自己形成 

心の癒し 

ストレス軽減 心の安定 
 

心が落ち着く 心の改善 
 

 

学力が伸びる 

学力的側面 

学習意欲を身につける 

集中力 好奇心 
 

思考力を身につける 

読解力の向上 

想像力を身につける 

表現力を高める 知識を得る 
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２ 本市子ども読書活動推進計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画は、立川市のすべての子どもが、あらゆる機会とあらゆる場所にお

いて、自主的に読書を行うことができるよう、市と市民が協働して、子ども

の読書環境の整備を進めていくことを目的としており、生涯学習推進計画と

整合性を図りつつ、家庭、地域や学校における子どもの読書活動の推進に関

する施策や具体的取組の方向性を示しています。 

 

３ 本市長期総合計画及び図書館基本計画 
第３次長期総合計画が平成 26（2014）年度末で終了したことから、本市

は新たに平成 27（2015）年度を開始年度に第４次長期総合計画を「にぎわ

いとやすらぎの交流都市 立川」を統一将来像として、策定しました。この

計画に基づき図書館においては新たな「図書館基本計画」を策定するもので

す。 

  

●子ども読書活動推進計画  

【計画期間】 平成 17(2005)年度～平成 21(2009)年度 

●第２次子ども読書活動推進計画  

【計画期間】 平成 22(2010)年度～平成 26(2014)年度 

●第３次子ども読書活動推進計画  

【計画期間】 平成 27(2015)年度～平成 31(2019)年度 
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第２章 本計画の基本的な考え方 

 

１ 計画の目的 

この計画は、引き続き、立川市のすべての子どもが、あらゆる機会とあら

ゆる場所において自主的に読書を行うことができるよう、市と市民が協働し

て子どもの読書環境の整備を進めていくことを目的として、第３次立川市子

ども読書活動推進計画を策定し、さらなる子どもの読書環境の整備・充実に

努めていくものとします。 

 

２ 基本的理念 

（１）本を読むことの意味 

「子どもの読書活動」は、言葉を学び、豊かな感性を育て、想像力を広げ

るものです。読書をすることで、今までとは違う世界を体験し、新たな発見

をし、自分の世界を広げて、自身の考えを持ち、思いやりの心や判断力を 

養っていきます。 

 

（２）普及するデジタル媒体の影響 

しかしながら、最近ではテレビやゲームに加えインターネット、スマート

フォンなど様々な情報媒体の普及で、子どもたちの読書時間はますます減少

し、読書離れが問題となっています。 

また、電子書籍などデジタルコンテンツも急激に普及しており、読書のあ

り方が多様になってきています。 

スマートフォンの所有率 1は、小学生で 13.6％、中学生で 47.4％、高校生

では 82.8％となっています。インターネットの使用割合は、スマートフォ

ンの利用者のみでみると、青少年全体で 51.1％が２時間以上使用していま

す。 

 

（３）「紙の本」の大切さ 

けれども、手でページをめくり、次のページを見るまでの間に生まれる想

像する楽しみは、デジタルでは味わえない、「紙の本」ならではの感動を与

えてくれます。 

読書は、子どもたちの感受性を豊かにし、想像力や空想力を養うことで「心

の成長」や情緒の発達を促すとともに、読み聞かせを通じて人と人との触れ

合いにもつながるのです。 

                                     

  1青少年のインターネット利用環境実態調査（平成 25（2013）年度）/内閣府政策統括官

（共生社会調査政策担当）より 
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（４）今だからこそ「読書のたのしさ」を伝える 

子どもたちの生活時間が大きく変化し、読書をする時間がますます減少し

ていく情報社会であるからこそ、本の魅力を子どもたちに伝え、子どもたち

が自主的に読書を楽しむ環境を整えることが重要なのです。 

そのために、子どもたちの周囲の大人たちへの働きかけや、蔵書・子ども

向けホームページの充実、学校をはじめとする子どもに関連する機関とのさ

らなる連携強化、ボランティアの支援などを行ってまいります。 

 

（５）情報を使いこなすための図書館活用 

また、インターネット等では、求める情報を早く簡単に検索することがで

きますが、その多くの情報の中から、自分の知りたい正確な情報を見つけ出

さなければなりません。情報を上手に使いこなして、それを役立てる情報活

用能力を向上させるには、図書館等で本の索引や目次などを使って調べてい

くことが大変有効です。 

 

（６）多様な連携による読書活動の推進 

読書をしない子どもの割合を減らすという取り組みを意識していく必要

もあり、行政、家庭、地域、学校間の連携強化を図りつつ、子どもの読書活

動を支える環境に地域間格差が生じないよう、立川市全体で子どもの自主的

な読書活動を推進するという仕組みづくりが重要になってきます。 

 

本計画では、「子どもの主体的な読書活動の推進～読書のたのしさをすべ

ての子どもたちに～」を基本理念として掲げるとともに、「家庭や地域での

取組」・「学校と学校図書館の取組」・「立川市図書館の取組」・「ハンディキャ

ップ等のある子どもたちへの取組」の４つを施策の柱として、その主要施策

に基づいた具体的な取組項目を明示していくこととします。 

 

 

 

 

 

  

【基本理念】 

 子どもの主体的な読書活動の推進 

～ 読書のたのしさをすべての子どもたちに ～ 
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３ 計画の位置づけ 

（１） 計画の位置づけ 

本計画は、第４次長期総合計画の前期基本計画に基づく個別計画として策

定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 本計画と図書館基本計画 

図書館に関する個別計画として、本計画とともに「立川市図書館基本

計画」があります。前計画までは、この２つの計画は同列並行的に位置

づけておりましたが、重複する具体的取組も多いことから、計画の二重

性を避けるため、図書館協議会での議論を経て整理いたしました。 

本計画より、子どもの読書にかかる具体的取組については、「第３次子

ども読書活動推進計画」において一元的に管理し、本計画を包括する形

で「図書館基本計画」が全体を管理することとします。 

 

（３） 計画の対象 

この計画は、子ども（おおむね０歳から 18 歳以下）を対象とします。 

 

（４） 計画の期間 

平成 27（2015）年度から平成 31（2019）年度までの５年間とします。 

 

立川市第４次基本構想・長期総合計画 

将来像：にぎわいとやすらぎの交流都市 立川 

立川市前期基本計画 

都市像：育ち合い、学び合う文化の香り高いまち 

施策：生涯学習社会の実現 

基本事業：情報拠点としての図書館の活用 

図書館協議会からの意見 

読書アンケート調査等 

国：子どもの読書活動 

の推進に関する 

基本的な計画 

都：子供読書活動

推進計画 

立川市第２次  

図書館基本計画 

立川市第３次 
子ども読書活動 

推進計画 
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４ 国や都の動向 

この間、子どもの読書活動に関する法整備等は行われていないものの、平

成 22 年度に文部科学省が実施した社会教育調査結果をみると、図書館の児

童への年間貸出冊数の増加（過去最高）、児童室を有する図書館の増加、学

校で朝の始業前に行われる「朝読書」の普及など、子どもを取り巻く読書環

境において好材料が挙げられる一方、依然として学校段階が進むにつれ読書

離れが進む傾向があること、学校図書館図書標準（平成５（1993）年３月文

部科学省）の達成状況が約５割にとどまっていることなどの課題もうかがえ

ます。 

これらの成果と課題、情勢の変化を踏まえ、平成 25（2013）年５月には

「第３次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」が閣議決定されま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 国の計画 

・子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画    平成 14（2002）年８月 

・第２次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画 平成 20（2008）年３月 

・第３次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画 平成 25（2013）年５月 

【国】第３次子どもの読書活動に関する基本的な計画 

１ 基本方針 

（１）家庭、地域、学校を通じた社会全体における取組 

（２）子どもの読書活動を支える環境の整備 

（３）子どもの読書活動に関する意義の普及 

２ 子ども読書活動の推進のための方策 

（１）家庭における読書活動の推進 

（図書館、保健所、保健センター、ボランティア団体等の連携） 

（２）地域における読書活動の推進 

（図書館、大学図書館、児童館） 

（３）学校等における読書活動の推進 

（幼保、小中高、学校図書館） 

（４）民間団体の活動に対する支援 

（ボランティア団体や企業の社会貢献活動等条件把握） 

（５）普及啓発活動 

（先駆的・モデル的な取組等各種情報の収集・提供） 
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② 東京都の計画 

・東京都子ども読書活動推進計画   平成 15（2003）年３月 

・第二次東京都子供読書活動推進計画 平成 21（2009）年３月 

・第三次東京都子供読書活動推進計画 平成 27（2015）年２月 

 

  
 

≪主な取組≫ 

〇乳幼児 
読書を好きになり、身近に感じることができるよう、乳幼児健診等の様々
な機会を活用して、子供への読み聞かせの充実や保護者等への乳幼児期の
読書の重要性についての啓発を行う。更に、子供が生まれる前から保護者
等への働き掛けも行う。 

〇小・中学生 
目的をもって読書を行い、他人に伝えることができるよう、朝読書で「気
に入ったフレーズ」等を伝える機会を設ける取組や、中学生が小学校や幼
稚園で読み聞かせを行う等の異年齢・校種間の交流等を進めていけるよう
区市町村を支援していく。 

〇高校生等 
課題解決のために読書等が主体的にできるよう、各教科の授業等において
文章理解や調べ学習等の指導を推進していく。また、読書の幅を広げ、読
解力を向上させるため、多様なジャンルのおすすめ本の解説等を発信し、
高校での活用を促していく。 

〇特別な支援を必要とする児童・生徒 
読書に親しむことができるよう、障害の状況に応じて、読み聞かせ等の工
夫やデイジー図書等ＩＴ機器の一層の活用等の指導を行う。また、発達障
害等の児童・生徒に対する指導事例を紹介していく。 

〇オリンピック・パラリンピック開催を見据えた読書活動の推進 
海外や自国のスポーツや文化を調べる・紹介する等のオリンピック・パラ
リンピック教育を通した読書活動を行う。 

【都】第三次東京都子供読書活動推進計画 
 

１ 基本方針 
（１）不読率の更なる改善 

平成 31（2019）年度までに平成 25（2013）年度の３割減 

（２）読書の質の向上 
読む本の質の向上及び読書に主体的に関わる態度の育成 

（３）読書環境の整備 
区市町村での子供読書活動推進計画の策定の推進及び読書活動を
支える人材の育成 

２ 計画期間 
平成 27（2015）年度から平成 31（2019）年度のおおむね 5年間 
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第３章 子どもの読書活動の状況 

 

１ 子どもの読書活動の傾向 
立川市図書館では、子どもの読書傾向を調べるために、立川市内の全小学

校・中学校の協力のもと、立川市第２次子ども読書推進計画及び本計画策定

にあたり、平成 21（2009）年と平成 25年（2013）年に全児童・生徒へ「読

書アンケート」1を行いました。アンケート結果２からは、次のような傾向が

うかがえます。 

 

（１）「読書傾向」について 

本を読むのが「好き」「どちらかといえば好き」と答えた子どもの割合は、

小学生が各学年とも増加しているのに対し、中学生では１年生が大きく伸び

たものの、２年生では微減、３年生で微増となっています。子どもの読書離

れの傾向が、立川においても中学生にやや表れているといえますが、改善の

兆しは見受けられます。 

特に学校教育では、全小学校での朝読書の取り組みやボランティアによる

読み聞かせ、市立図書館から学校への団体貸出の拡大・定着化などが大きな

要因のひとつと考えられます。 

 

 

 

 

                                                      

 

  

1読書アンケート内容、実施方法等 

実施時期 平成２１年 3月、平成 25年 10月から 11 月 

対象 小学校・中学校全児童・生徒 

実施方法 学級ごとに挙手 

 ・実施日から１ヶ月間の読書冊数（まんがを除く本・雑誌・電子書籍で読んだ冊数） 

 ・実施日から１ヶ月以内に学校図書館で本を読んだ、または借りたか 

 ・実施日から１ヶ月以内に市立図書館で本を読んだ、または借りたか 

 ・本を読むのが、好き、どちらかというと好き、どちらかというと嫌い、嫌い 

※平成 21（2009）年度の中学生の数値については、実施時期が進路決定時期だったため、参考値

とする。 

 

２読書アンケート結果（９ページから 17 ページの数値について） 

平成 15（2003）年の数値は、東京都が平成 15 年 5 月に都内の全児童・生徒を対象に実施し

たアンケートより、立川市の数値を抜粋。 
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①「本を読むことが好き」「どちらかというと好き」と答えた割合- 

小学生  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学生 

  

 平成 15（2003）年 平成 21(2009)年 平成 25（2013)年 

小学 1年 ８９．２％ ８９．８％ ９１．６％ 

小学２年 ９３．５％ ９０．６％ ９１．１％ 

小学３年 ９１．８％ ８７．０％ ９１．３％ 

小学４年 ８２．９％ ８５．３％ ８７．７％ 

小学５年 ８１．３％ ７７．９％ ８２．２％ 

小学６年 ７６．７％ ７１．７％ ７８．５％ 

平均 ８５．９％ ８３．７％ ８７．０％ 

 平成 15（2003）年 平成 21(2009)年 平成 25（2013)年 

中学１年 ６２．７％ ６４．５％ ７３．０％ 
中学２年 ６１．９％ ７２．７％ ７０．４％ 
中学３年 ５９．４％ ６６．８％ ６８．０％ 
平均 ６１．３％ ６８．０％ ７０．５％ 
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１『全国の小学 4～6年生平均』 Ｐ１１参照。 

                         10 

２ 子どもの読書活動の推移と現状 
 

（１）読書冊数（未読率）について 

小学生については、１年生を除いて１ヶ月間の平均読書冊数が伸びており、

１ヶ月に 0冊（未読率）は、全学年で横ばいか減少しています。小学校では

読書習慣がかなり定着してきたと言えそうです。読む本が「絵本・えどうわ

（幼年童話）」などから文字の多い「読み物」への移行時期にある４・５年

生の読んだ冊数は減少していますが、６年生で読んだ冊数が再び増加に転じ

ています。文字の多い「読み物」を中心に読書をしていると思われる６年生

で増加傾向にあるということは、これまでの読書推進の取り組みの成果が現

れていると思われます。 

対して、中学生については、平均読書冊数は全学年で増加しているものの、

未読率は１年生、２年生ともに増加、特に２年生は 10ポイント以上増加し

ています。これは、本を読まない生徒が全体的に増えており、本を読む生徒

は減っているものの多読（何十冊と読む）の生徒が増加していることを示し

ています。 

①１ヶ月の読書冊数（小学生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 15（2003）年 平成 21(2009)年 平成 25（2013)年 

小学１年生 ４．８冊 １５．７冊 １４．１冊 

小学２年生 ８．８冊 １３．２冊 １３．２冊 

小学３年生 ８．０冊 ９．４冊 １４．２冊 

小学４年生 ５．７冊 ６．９冊 ８．５冊 

小学５年生 ３．６冊 ４．２冊 ４．７冊 

小学６年生 ２．９冊 ３．２冊 ５．０冊 

平均 ５．６冊 ８．８冊 １０．０冊 

小学 4～6年生平均 ４．１冊 ６．７冊 ６．０冊 

全国の小学 4～6年生平均 1 ８．０冊 ８．６冊 １０．１冊 

14.1 冊 
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16.0 冊 
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②１ヶ月の読書冊数（中学生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成 15（2003）年 平成 21(2009)年 平成 25（2013)年 

中学 1年生 １．５冊 ２．２冊 ２．７冊 

中学 2年生 １．４冊 １．８冊 ２．２冊 

中学 3年生 １．１冊 １．４冊 １．８冊 

平均 １．３冊 １．８冊 ２．２冊 

全国平均２  ２．８冊 ３．７冊 ４．１冊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

  1『全国の小学 4～6年生平均』  

２ 『全国平均』  

全国学校図書館協議会と毎日新聞社が毎年実施する、５月１ヶ月間の読書の状況調査で、 

小学 4～6 年、中学 1～3 年を対象とする「全国学校読書調査」より。 
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③未読率（小学生） 

小学校では、高学年になるとともに未読率が高くなる傾向は続いています

が、未読率は改善しています。これは、朝の読書時間などの学校での取り組

みや学級文庫への貸出の強化など図書館での取り組みなど、さまざまな読書

活動の成果の現れといえます。 

 

（1ヶ月間の読書の冊数が 0 冊の割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  平成 15（2003）年 平成 21(2009)年 平成 25（2013)年 

小学 1年生 １６．０ ％ １．７ ％ １．２ ％ 

小学 2年生 ５．３ ％ ２．２ ％ １．４ ％ 

小学 3年生 ５．１ ％ ４．２ ％ １．２ ％ 

小学 4年生 ８．７ ％ ４．１ ％ ２．５ ％ 

小学 5年生 １２．２ ％ １０．０ ％ １０．２ ％ 

小学 6年生 １４．６ ％ １５．８ ％ ８．８ ％ 

平均 １０．３ ％ ６．３ ％ ４．２ ％ 

小学 4～6年生平均 １１．８ ％ １０．０ ％ ７．２ ％ 

全国の小学 4～6年生平均 ９．３ ％ ５．４ ％ ５．３ ％ 
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中学生 

17.2 ％ 

27.2 ％ 
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④未読率（中学生） 

中学校においては、学校図書館・市立図書館がさらに連携して、読書環境の

整備を引き続き進め、未読率の改善を図る必要があります。 

 

 （1ヶ月間の読書の冊数が 0冊の割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
平成 15（2003）年 平成 21(2009)年 平成 25（2013)年 

中学 1年 １６．８ ％ １２．５ ％ １７．２ ％ 

中学 2年 １２．５ ％ １６．５ ％ ２７．２ ％ 

中学 3年 ２５．１ ％ ４３．４ ％ ４０．５ ％ 

平均 １８．１ ％ ２４．１ ％ ２８．３ ％ 

全国平均 ３１．９ ％ １３．２ ％ １６．９ ％ 
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1『ブックトーク』 

一定のテーマで、一定の時間内に複数冊数の本を聞き手に紹介すること。 

その本のおもしろさを伝え、読みたい気持ちを起こさせることを目的で行うもの。 

 

（２）学校図書館の利用 

小学生については、小学校１～3年生では 90％を超えるなど全学年で大き

く伸びています。授業での学校図書館の利用が定着してきたことと合わせて、

学校図書館支援員の導入効果なども大きな要因のひとつとして考えられま

す。 

対して、中学生については、平成 21（2009）年度との比較では全学年で

伸びており、一定の成果が表れているものの、平成 15（2003）年度と比較

するとまだ低い水準と言えます。さらなる学校図書館の活用・充実が必要と

思われます。今後は、市立図書館との連携をさらに進め、学級文庫用図書の

貸出やブックトーク 1、選書のサポート等について検討する必要があります。 

 

①1ヶ月間で学校図書館を利用した割合（小学生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 15（2003）年 平成 21(2009)年 平成 25（2013)年 

小学 1年生 ４４．１ ％ ７６．８ ％ ９９．６ ％ 

小学 2年生 ５５．５ ％ ８５．６ ％ ９８．６ ％ 

小学 3年生 ５６．５ ％ ７５．６ ％ ９４．４ ％ 

小学 4年生 ５１．０ ％ ６３．９ ％ ８９．１ ％ 

小学 5年生 ４８．４ ％ ５５．４ ％ ７０．１ ％ 

小学 6年生 ４５．３ ％ ４４．３ ％ ６０．０ ％ 

平均 ５０．１ ％ ６６．９ ％ ８５．３ ％ 
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②1ヶ月間で学校図書館を利用した割合（中学生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
平成 15（2003）年 平成 21(2009)年 平成 25（2013)年 

中学 1年 ５２．４ ％ ２０．４ ％ ３５．３ ％ 

中学 2年 ４９．０ ％ １７．７ ％ ２３．９ ％ 

中学 3年 ４１．１ ％ ８．３ ％ １１．４ ％ 

平均 ４７．５ ％ １５．５ ％ ２３．５ ％ 
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（３）市立図書館の利用 

平成 21（2009）年と比較して、平均的に利用率は微増していますが、学

年が上がるにつれ利用が少なくなる傾向は変わっていません。塾やクラブ活

動で図書館に行く時間がないこと、調べ物はインターネットで調べる傾向が

増えたなど、いろいろな原因が考えられます。 

市立図書館の利用率が上がることは、子どもたちの読書率の向上に結び付

くものです。開館時間の見直しをはじめ、子どもたちの興味・関心を引く企

画やブックトーク、ビブリオバトル１の開催など、魅力ある図書館を目指し

て、さらに検討していく必要があります。 

 

 

①1ヶ月間で市立図書館を利用した割合（小学生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

  

 平成 15（2003）年 平成 21(2009)年 平成 25（2013)年 

小学 1年生 ４２．０ ％ ５６．０ ％ ５５．９ ％ 

小学 2年生 ５４．５ ％ ５８．２ ％ ５５．４ ％ 

小学 3年生 ５９．５ ％ ５４．０ ％ ５１．３ ％ 

小学 4年生 ５０．８ ％ ４９．８ ％ ５４．５ ％ 

小学 5年生 ５１．７ ％ ３８．７ ％ ４４．０ ％ 

小学 6年生 ４４．１ ％ ３２．４ ％ ３５．４ ％ 

平均 ５０．４ ％ ４８．２ ％ ４９．４ ％ 

55.9 ％ 55.4 ％ 
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平成15年 
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平成25年 

1『ビブリオバトル』（知的書評合戦） 

   発表参加者が読んでおもしろいと思った本を、決められた時間で紹介し、すべての発

表が終わった後、全員で「どの本が一番読みたくなったか」で投票を行い、最多票を

集めた本を「チャンプ本」とする本の紹介コミュニケーションゲームのこと。 
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②1ヶ月間で市立図書館を利用した割合（中学生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
平成 15（2003）年 平成 21(2009)年 平成 25（2013)年 

中学 1年 ２１．３ ％ １２．４ ％ １７．４ ％ 

中学 2年 １６．８ ％ ９．８ ％ １３．３ ％ 

中学 3年 １２．４ ％ ７．７ ％ ８．１ ％ 

平均 １６．８ ％ １０．０ ％ １２．９ ％ 
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第４章 第２次計画の取組状況と課題 

 

第１次計画では、主に平成 19(2007)年 8 月より３～４ヶ月児健康診査の会場

でのブックスタート事業の開始、同年 10月には読書活動推進資料「この本だい

すき！」（3～8 歳向け）作成・配布、平成 20(2008)年度からの学校図書館支援

指導員の配置を行いました。 

 ここで、第２次計画の取組状況等について、図書館をはじめとして家庭、地

域や学校における子どもの読書活動の推進を図るための４つの施策ごとに総括

します。 

 

１ 学校と学校図書館の取組 －学校図書館の活性化－ 
（１） 取組状況 

読書習慣の確立に向けて、多くの小・中学校で朝読書を実施しました。

また、小学校に学校図書館支援指導員、中学校に協力員を配置し、学校図

書館の活性化に努めました。学校図書館システムについては、平成

23(2011)年度に全小学校に導入が完了し、平成 24(2012)年度には全中学校

に導入が図られたことで図書の検索、貸出・返却が効率的に行えるように

なりました。 

さらに、学校図書館担当者連絡会を定期的に開催するなど、市立図書館

と学校図書館との連携を深めました。 

（２） 今後の課題 

学校図書館の活性化を一層進めるために、学校図書館支援指導員の体制

を含めた見直し・拡充、保護者・地域ボランティア等との連携強化など、

校内体制の整備が必要です。 

 

２ 地域や家庭の取組 －乳幼児からの読書のきっかけづくり－ 
（１） 取組状況 

市図書館で定期的に開催している乳幼児向けおはなし会は、参加者数が

増加するとともに、ブックスタート事業や健康診査時の読書指導など地

域・家庭における読書活動の拡大に向けた取組との連携効果が表れてきま

した。また、平成 23(2011)年度に作成した乳幼児向け絵本パンフレットを

引き続き配布して、乳幼児期からの読書のきっかけづくりとしました。 

（２） 今後の課題 

子どもの読書習慣は、日常の生活の中から始まり身についていくもので

あり、子どもを取り巻く保護者等の大人へ向けての読書への啓発は大変重

要です。また、これから親になる人等に向けた取り組みを積極的に行い、

家庭での読書が身近なものとなるようサポートしていくことも大切です。 
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1『POP』（ポップ） 

キャッチコピーや文章、イラストなどを用いて、本の魅力を伝え、お勧めする紹介カー

ドのこと。図書と一緒に展示するもので、書店の店頭などでよく見受けられる。 
2『ビブリオバトル』（知的書評合戦） P16 参照。 

今後は、乳児期から読書に親しむために、市立図書館からの団体貸出・

児童書再利用事業等を活用して、子育てひろば・保育園・幼稚園等の子ど

もの身近な場所での読書環境の整備をさらに進める必要があります。 

 

３ ボランティアの活動 －本の楽しさを子どもたちに手渡す－ 
（１） 取組状況 

ボランティア団体や保護者等の自主的な活動を通じて、小学校等での読

み聞かせやおはなし会などのボランティア活動が継続的・定期的に行われ

ています。市立図書館は、ボランティア活動に必要な図書の団体貸出を実

施したほか、定例的なおはなし会、読書ウィークでの講演会など協働し、

ボランティア活動を積極的に支援しました。 

（２） 今後の課題 

ボランティア活動に対する市民の参加意欲はいっそう高まっており、今

後は、ボランティア養成機会の充実のほか、図書館や読書活動に関わるさ

まざまなボランティア活動の場を拡大していくことが求められます。 

 

４ 立川市図書館の取組 －読書の専門機関としての計画の推進と支援－ 
（１） 取組状況 

児童図書については、毎年度計画的に購入し、蔵書の充実に努めたほか、

市立図書館全館でのおはなし会（乳幼児向け、3、4 歳以上向け）を定期

的に開催しました。また、ボランティアとの連携の取組のさらなる活性

化に向けて、ボランティア研修や図書館講座の充実を図りました。その

ほか、全小学校への団体貸出の定期配送便運行、基本図書リストの新規

作成や改訂、読書活動推進資料「この本だいすき！」（0.1.2歳編、3.4.5

歳編、1.2.3年生編、4.5.6年生編）の作成・配布など継続して取り組み

ました。 

（２） 今後の課題 

読書ウィーク等での特別なおはなし会、おすすめ本パンフレット等の作

成・配布、本を紹介する POP（ポップ）1 作成やビブリオバトル２など、子

どもの興味・関心を引くような取り組みをさらに充実させ、本を読まない

子ども（未読者）への読書のきっかけづくりを行う必要があります。 
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第５章 計画体系図と具体的取組 

１ 計画の体系 

◆ 計画の体系図 ◆ 
 

 計画の体系 

「立川市第３次子ども読書活動推進計画」では、今後５年間を見据えた

４本の「施策の柱」を掲げ、７つの基本事業及び 22の事業を展開してい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本理念：子どもの主体的な読書活動の推進 

読書のたのしさをすべての子どもたちに 

施策の柱１ 

家庭や地域での取組  
 

７つの基本事業と 22の事業 

施策の柱４ 

ハンディキャップ等のある子どもたちへの取組 

施策の柱３ 

立川市図書館の取組 
 

施策の柱２ 

学校と学校図書館の取組 
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施 策 基本事業 事 業 

１家庭や地域での
取組 
 

(1)家庭での読書
活動への支援 

1 子どもを取り巻く大人への支援 

2 子育て支援事業との連携 
(2)地域での取組 3 地域で読書しやすい環境の整備 

4 家族利用を促進する図書館づくり 

5 地域の児童施設との連携 

6 市民団体、地域文庫等の読書活動の

支援 

２学校と学校図書
館の取組 

(3)学校・学校図書
館の活性化 

7 学校での読書活動の推進 

8 読書指導の計画的な推進 

9 教職員等の体制の整備 
(4)学校図書館で
の取組 

10 読書活動の情報共有化 

11 学校図書館の活用推進 

12 学校図書館ＩＣＴ化の推進 

13 学校図書館支援体制の研究 
３立川市図書館の
取組 

(5)読書環境の整 
備 

14 図書館サービスの充実 

15 ホームページ等を活用した情報発信 

16 未読者への読書のきっかけづくり 

17 ボランティア団体の支援・育成 

18 学校や学校図書館への啓発活動 
(6)小・中学校及び
市内にある高等
学校等との連携 

19 図書支援体制の充実 

20 教職員等への支援体制の充実 

21 子どもたちの図書館活動の推進 
４ハンディキャッ
プ等のある子ど
もたちへの取組 

(7)ハンディキャ
ップ等のある子ど
もたちへの取組 

22 ユニバーサルデザインに基づく読書
環境づくり 

 

 

 

 

 

 

  

基本理念：子どもの主体的な読書活動の推進 
～読書のたのしさをすべての子どもたちに～ 

立川市第２次図書館基本計画 

具体的取組：子ども読書活動推進計画の取組の推進 
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２ 家庭や地域での取組 

 

施策の概要 

子どもにとって、乳児期から本に親しみ、読書の楽しさを体験していくこと

は、その後の読書習慣の形成にとってとても重要です。 

自分で本を読むことができない乳幼児は、大人に本を読んでもらうことが必

要で、「家庭での読み聞かせ」が、読書のはじめの一歩となります。「読み聞か

せ」は絵本を通しての子どもとの触れ合いの一つであり、心と心を通い合わせ

る大切な時間であることを一番身近にいる保護者等の大人に伝えるため、本選

びや読み聞かせの講座を引き続き開催していきます。同時に、児童書の充実や

全図書館での乳幼児向けおはなし会の定例的な開催、おすすめ本のリスト作成

なども行います。 

 また、図書館からは、保育園・子育てひろば・学童保育所等の子どもに関連

する施設へ団体貸出・児童書の再利用事業を積極的に行うとともに、出前おは

なし会の開催などを通して、子どもの読書環境の一層の整備を図ります。 

 
具体的取組 

 

（１） 家庭での読書活動への支援 

 

 

１ 子どもを取り巻く大人への支援 

①  プレママ・パパ、新米ママ・パパへの支援  新規 

事業 

内容 

これから親になる人、０歳児の保護者に向けて、親子のスキンシップ

の方法のひとつとして、絵本や手遊び・わらべ歌などを学ぶ講座を開

催し、乳児期から本に親しむ環境を作ります。 

主な 

所管課 

図書館 

②  家庭での読書活動の推進 充実 

事業 

内容 

基本図書リストをはじめとする「おすすめ本リスト」の作成・配布、

図書館でのおはなし会や出前おはなし会の開催、絵本などのガイド 

ブックの充実など、家庭での読書推進のために、保護者向けの支援を

行います。 

主な 

所管課 

図書館 
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１ 子どもを取り巻く大人への支援 

③  その他子どもの読書活動に関わる大人への支援 継続 

事業 

内容 

わらべ歌や昔話を学ぶ講座、児童書について理解を深めるための講座

などを開催します。 

主な 

所管課 

図書館 

２ 子育て支援事業との連携 

④  ブックスタートの取組 継続 

事業 

内容 

３～４か月児健康診査時に、ブックスタートボランティアが、絵本を

通じての親子のコミュニケーションのひとつとしての絵本を紹介し、

読み聞かせを行い、直接絵本を手渡し、乳児期から本に親しむ環境を

整えます。 

主な 

所管課 

子ども家庭支援センター、図書館 

⑤  健康診査(１歳６か月児、３歳児)での取組 継続 

事業 

内容 

健康診査(１歳６か月児、３歳児)時に、読み聞かせにおすすめの本の

リストや読み聞かせ啓発のリーフレットを配布するとともに、図書館

案内のパンフレットも配布し、本に親しむ環境を整えます。 

主な 

所管課 

健康推進課、図書館 
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（２）地域での取組 

 

３ 地域で読書しやすい環境の整備 

⑥  学齢前の子どもに関わる施設等での取組 継続 

事業 

内容 

保育園・幼稚園、児童館、子ども未来センター、子育てひろばなど子

どもに身近な施設で、おはなし会の開催や図書館訪問などを行い、本

に親しむよう取組を行います。 

主な 

所管課 

子育て推進課、子ども家庭支援センター、子ども育成課、保育課、図

書館 

⑦  学齢前の子どもに関わる施設等での読書環境の整備 充実 

事業 

内容 

保育園・幼稚園、児童館、子ども未来センター、子育てひろばなど子

どもに身近な施設で、図書館からの団体貸出や児童書再利用事業等を

利用し、蔵書の充実を図り、読書環境を整えます。 

主な 

所管課 

子育て推進課、子ども家庭支援センター、子ども育成課、保育課、図

書館 

４ 家族利用を促進する図書館づくり 

⑧  地区図書館の児童書の整備 充実 

事業 

内容 

子どもたちに身近な地区図書館で、地域の人口特性や学校、児童館と

の併設など立地状況に合わせた蔵書構成を積極的に行うなど、児童書

をさらに充実させます。 

主な 

所管課 

図書館 

⑨  全地区図書館での定例おはなし会の実施 継続 

事業 

内容 

全地区図書館で、乳幼児向けおはなし会・おはなし会（３、４歳くら

いから小学校低学年まで）を定期的に開催します。また夏休み等には、

大きい子向けのおはなし会（小学校３年生以上）も開催します。 

主な 

所管課 

図書館 
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【立川地域文庫連絡会による 

立川地域文庫まつりでの展示】 

 

 

 

  

５ 地域の児童施設との連携 

⑩  子育て支援・社会教育施設等との連携 充実 

事業 

内容 

団体貸出や児童書再利用事業、共催事業等の開催を通じて、子どもた

ちの身近な場所で読書を楽しみ、本に親しむ環境を整備します。 

 

主な 

所管課 

子育て推進課、子ども家庭支援センター、子ども育成課、保育課、生

涯学習推進センター、図書館 

６ 市民団体、地域文庫等の読書活動の支援 

⑪  除籍資料の子どもに関わる団体等への提供 充実 

事業 

内容 

図書館で除籍した児童書を、市内の保育園・学童保育所等の子どもに

関連する施設や家庭文庫等に優先的に配布し、子どもたちに身近な場

所での読書環境の整備に努めます。 

 

主な 

所管課 

子育て推進課、子ども家庭支援センター、子ども育成課、保育課、図

書館 

 

 

【講演会の様子】 
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３ 学校と学校図書館の取組 
  

施策の概要 

学校は、子どもたちの日常生活の大部分を占める場所であり、学校図書館は

一番身近な図書館です。小・中学校とも「朝の読書」、「授業の中での図書館利

用」を行うなど読書習慣を身に付けるための取り組みを引き続き行います。子

どもの発達に合わせた読書を楽しむために、子どもたちの関心・興味に応えら

れる蔵書、開館時間の工夫、図書館利用指導などを通じて、子どもたちがいつ

でも身近に読書が楽しめる環境をさらに整備していきます。 

学校図書館を積極的に利用するため、学校図書館の年間計画等の作成を行い

活用するよう努め、教職員向け研修の充実や学校図書館担当者連絡会を開催し

市立図書館と情報を共有し、「読書センター」としての学校図書館機能の強化

を図ります。 

また学校図書館支援指導員や保護者等によるボランティアと協働し、図書の

貸出・返却だけでなく、館内装飾、テーマ展示、書架整理などを行い、子ども

たちにとってさらに魅力ある学校図書館となるよう努めます。 

 
具体的取組 

 

（３）学校・学校図書館の活性化 

 

７ 学校での読書活動の推進 

⑫  各学校での特色を生かした読書活動推進  継続 

事業 

内容 

「朝の読書」、「読書旬間」、「調べ学習」等を活用して、児童・生

徒が読書習慣を身につけるよう努めます。 

主な 

所管課 

指導課 

⑬  児童・生徒への学校図書館利用指導 継続 

事業 

内容 

年度当初には児童・生徒に対して、学校図書館の利用に関するオリエ

ンテーションを行い、学校図書館の利用促進を図ります。 

主な 

所管課 

指導課 
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1『POP』（ポップ） P19 参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

  

８ 読書指導の計画的な推進 

⑭  読書指導全体計画の推進 新規 

事業 

内容 

読書指導の全体計画に、学校図書館利用を位置づけ、教科等で学校図

書館が計画的に活用されるように取り組みます。 

主な 

所管課 

指導課 

９ 教職員等の体制の整備 

⑮  教職員向け研修等の充実  充実 

事業 

内容 

学校図書館担当者連絡会やその他研究会の場を活用して、学校図書館

におすすめの新刊図書紹介、本の修理や POP（ポップ）1 作成講座など

幅広い研修を行います。 

主な 

所管課 

指導課、図書館 

⑯  学校図書館支援指導員の活用の研究 継続 

事業 

内容 

学校図書館支援指導員の体制の見直し等を含め、さらなる活用方法に

ついて研究を行います。 

主な 

所管課 

指導課、図書館 
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（４）学校図書館での取組 

 

10 読書活動の情報共有化 

⑰  学校図書館担当者連絡会の開催 継続 

事業 

内容 

学校図書館担当者連絡会の内容を見直し、学校と図書館との情報交

換・共有化等をさらに行います。 

 

主な 

所管課 

指導課、図書館 

11 学校図書館の活用推進 

⑱  利用しやすい学校図書館づくり 充実 

事業 

内容 

学校図書館支援指導員、保護者ボランティア等と協力し、学校図書館

の利用時間の拡大や書架整理、館内装飾等に取り組むとともに、さら

に蔵書の充実を図り、利用しやすい環境を整えます。 

 

主な 

所管課 

学務課、指導課 

⑲  児童・生徒による学校図書館利用促進 継続 

事業 

内容 

図書委員会の委員を中心とした児童・生徒による書架整理、読み聞か

せ、図書紹介の作成など、さまざまな方法で学校図書館の環境の整備

に努めます。 

主な 

所管課 

指導課 

⑳  保護者等によるボランティアとの協働 継続 

事業 

内容 

読み聞かせや貸出、返却だけでなく、図書の修理・館内装飾などにつ

いても、保護者・地域ボランティアと協働して行い、学校図書館の読

書環境の向上を図ります。 

主な 

所管課 

生涯学習推進センター、指導課 
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1『ICT』（英語表記：Information and Communication Technology） 

 情報通信技術のこと。従来の ITとほぼ同様の意味で用いられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

12 学校図書館 ICT1化の推進 

㉑ 学校図書館管理システムのネットワーク化の検討 継続 

事業 

内容 

調べ学習など同一テーマの本が多数必要な場合などに、学校図書館間

の貸出が行えるよう学校図書館管理システムのネットワーク化につい

て検討します。 

主な 

所管課 

学務課 

1３ 学校図書館支援体制の研究 

㉒ 学校図書館支援拠点機能の研究 新規 

事業 

内容 

学校図書館をさらに教科の中で活用し、計画的な図書館利用を促進す

るため、他の自治体の学校図書館支援センター等について調査を行い、

学校図書館の支援強化の研究を行います。 

主な 

所管課 

指導課、図書館 

 

【ビブリオバトルの様子】 

【中学生による中央図書館ヤングアダルト

コーナーのテーマ展示準備の様子】 
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１『ヤングアダルト（YA）』（英語表記 Young Adult） 

 13 歳から 18 歳までの、中学生・高校生にあたる世代の利用者のこと。略して「YA：ワ

イエー」とも言われる。「公共図書館におけるヤングアダルト（青少年）」（日本図書館協会より） 

２『パスファインダー』 

あるテーマについて調べたいときに、『調べるための手順やどのような資料を使ったらよ

いのか』が書かれている参考資料収集のためのヒント集のこと。 

 

４ 立川市図書館の取組 

 
施策の概要 

読書の専門機関として、子どもの読書活動推進のため、専門的人材の育成を

含めさまざまな取り組みを行い、計画の推進と支援を行なっていきます。 

図書館の児童書の核である「基本図書」を中心に、長い間子どもたちに受け

継がれてきた絵本や物語から、興味・関心に応える知識を深めるための図鑑等

のノンフィクションに加え、人気の本や流行の本など幅広い蔵書構成を持つ図

書館として、児童書・ヤングアダルト（YA）１向け図書のさらなる充実を図り

ます。 

全館で、乳幼児向けおはなし会、幼児から低学年向けおはなし会を定例的に

行うとともに、夏休み等には小学校中・高学年向けのおはなし会を開催し、さ

まざまな年齢の子どもがおはなしを楽しめる機会の提供に努めます。また読書

ウィーク等のイベントを活用して、図書館への来館を促し、読書意欲を高める

環境を整備します。またおはなし会やイベント等は、ボランティア団体との協

力・連携をさらに進め、子どもたちにとって魅力のあるものとなるよう努めま

す。 

学校との連携をさらに強化するため、調べ学習用図書の充実、団体貸出向け

配送便の定期運行等を行い、学校図書館向け新刊図書リスト、パスファイン 

ダー２等の作成を行います。また教職員向けの資料の提供・研修やボランティ

ア向け研修を行い、学校図書館の活性化を支援します。図書館見学、職場体験

等の受入、中高生向けビブリオバトル等のイベントを開催するなど、図書館が

身近なものとなるように努めます。 

子どもの読書活動を推進するには、本のたのしさを子どもたちに手渡してい

くことを目的に、自主的な市民活動を行っているボランティアの存在が欠かせ

ません。さまざまなボランティアが、学校や図書館、保育園、幼稚園、学童保

育所、児童館や乳幼児健診会場など、子ども

たちの集まる多様な場所で活動しています。

今後とも、ボランティアの方々への活動支援

やスキルアップ講座の開催、ボランティアの

方々との情報交換など行っていきます。 

                    

                                       

 

 

 

【中央図書館３階ヤングアダルトコーナー】 
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１『ブックトーク』 P14 参照。 

 

具体的取組 

 

（５）読書環境の整備 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

1４ 図書館サービスの充実 

㉓  児童・ヤングアダルト（YA）コーナーの充実、整備 充実 

事業 

内容 

児童書の核となる基本図書を中心に、絵本・読み物、ノンフィクショ

ンの本に加え、人気の本・流行の本など幅広い蔵書構成に努めます。 

また、基本図書の選定・改訂、テーマ展示、館内装飾や情報コーナー

なども充実させ、魅力的なコーナーとなるよう努めます。 

主な 

所管課 

図書館 

㉔ おはなし会、ブックトーク等の実施 充実 

事業 

内容 

全館で、乳幼児向け・３、４才くらいから小学校低学年向けおはなし

会を定例的に開催し、夏休み期間中などには、小学校３年生以上の大

きい子向けのおはなし会も開催します。また、学校へ出向いての出前

おはなし会、ブックトーク１等も行います。 

主な 

所管課 

図書館 

㉕ 「たちかわ読書ウィーク」の推進 継続 

事業 

内容 

図書館だけでなく、さらに全市的な取り組みになるよう、学校をはじ

めとする子どもに関連する施設、民間事業者等とも連携し、「たちか

わ読書ウィーク」の推進に努めます。 

主な 

所管課 

図書館 
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１『POP バトル』（ポップバトル） 

 「POP」はキャッチコピーや文章、イラストなどを用いて、本の魅力を伝え、おス

スメする紹介カードのことで、図書と一緒に展示するもの。「POPバトル」は、図書

館で行っている POP の人気投票のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

1４ 図書館サービスの充実 

㉖ 図書館利用促進のための取組 継続 

事業 

内容 

おすすめ本のパンフレット作成、本の人気投票・POP（ポップ）バト 

ル 1、図書館員体験、夏・冬などの特別なおはなし会の開催、図書に関

連する講座の開催など、さまざまな取り組みを行い、利用の促進を図

ります。 

主な 

所管課 

図書館 

㉗ 子どもに関わる大人に向けての講座・講演会等の実施 継続 

事業 

内容 

子どもに関わるボランティア等の大人に向けて、スキルアップのため

の講座、児童書に関する知識をより深めるための講座・講演会等を開

催します。 

主な 

所管課 

図書館 

 

【中央図書館４階児童書フロア】 

【中央図書館おはなし会の様子】 
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1５ ホームページ等を活用した情報発信 

㉘ 子どもホームページの充実 充実 

事業 

内容 

「おはなし会の写真」や「図書館の様子」の写真を載せるなど、子ど

もにとって、使いやすく、ビジュアルに富んだ魅力的なホームページ

となるよう努めます。また公式ツイッター等も活用し、最新情報を発

信します。 

 

主な 

所管課 

図書館 

㉙  ヤングアダルト（YA）向けホームページの充実 充実 

事業 

内容 

「ヤングアダルト（YA）コーナーの様子」や「新刊リスト」を載せる

など、情報の更新に努め、流行に敏感なヤングアダルト（YA）世代に、

魅力的なホームページとなるよう努めます。また公式ツイッター等も

活用し、最新情報を発信します。 

 

主な 

所管課 

図書館 

㉚ 子どもに関わる団体等への情報提供・利用支援 継続 

事業 

内容 

図書館が開催するおはなし会やさまざまなイベント等の情報、新刊図

書リスト、図書館の様子などの写真も掲載し、情報提供に努めます。 

主な 

所管課 

図書館 

 
【地区図書館テーマ展示】 
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1『ビブリオバトル』 P16 参照。 

 

 

 

                                           

  

1６ 未読者への読書のきっかけづくり 

㉛ 読書意欲を高めるイベント等の実施 新規 

事業 

内容 

小・中学校へのおすすめ本パンフレットの作成・配布や読書ウィーク

でのイベント、学校と連携した POP展示や館内展示、ビブリオバトル 1、

館長体験など興味をひくイベントを実施し、読書への意欲を刺激し、

読書意欲を高めるよう努めます。 

主な 

所管課 

図書館 

17 ボランティア団体への支援・育成 

㉜ ボランティア団体との連携 継続 

事業 

内容 

図書館、保育園、学校など子どもに関わる施設でのおはなし会、たち

かわ読書ウィーク等での共催事業、団体貸出の実施等さまざまな機会

で連携し、子どもの読書環境の向上に努めます。 

また、合わせてボランティア向け講座の開催など、スキルアップ支援

や育成を連携して行います。 

主な 

所管課 

図書館 

1８ 学校や学校図書館への啓発活動 

㉝ 小・中学校及び高等学校への利用案内 継続 

事業 

内容 

小学校１年生全クラスに出向き、図書館の利用案内を行います。 

また、中学校１年生への図書館利用案内パンフレットの配布、市内に

ある高等学校への利用案内配布などを行います。 

主な 

所管課 

図書館 
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（６）小・中学校及び市内にある高等学校等との連携 

 

1９ 図書支援体制の充実 

㉞ 学校図書館向け情報提供の充実 充実 

事業 

内容 

小・中学校の学校図書館におすすめの新刊本リストの配布、また年度

初めには学校図書館向けの新刊図書の案内などを行い、学校図書館向

け情報提供の充実に努めます。 

主な 

所管課 

図書館 

㉟ 学校カリキュラムに対応した図書の団体貸出・来館対応 継続 

事業 

内容 

調べ学習等への図書の団体貸出に対応するため、調べ学習用図書の蔵

書をさらに充実させ、図書館に来館しての調べ学習等には、資料の探

し方・索引の使い方などさまざまな利用支援もあわせて行います。 

主な 

所管課 

図書館 

㊱ 学校への団体貸出用図書と体制の充実 充実 

事業 

内容 

定番の本から人気の本まで、学級文庫等への団体貸出用の図書を充実

させ、小学校への図書の定期配送便を引き続き運行します。また中学

校への定期配送便の運行を開始します。 

主な 

所管課 

図書館 

20 教職員等への支援体制の充実 

㊲ 学校向けホームページの充実 充実 

事業 

内容 

図書館ホームページ内の学校向けホームページでは、図書館の利用案

内、図書館からのおすすめ本リスト、職場体験の受入状況など、さま

ざまな情報を提供し、利用しやすいホームページの作成に努めます。 

主な 

所管課 

図書館 
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1『パスファインダー』 P30 参照。 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

  

20 教職員等への支援体制の充実 

㊳ 教職員・ボランティア等への支援 継続 

事業 

内容 

教職員向け図書館利用案内を学校へ出向いて行うとともに、図書担当

教諭・ボランティア等へ専門的知識・技術の向上のための研修や、新

刊図書リストの提供やパスファインダー１等の作成を行い、支援に努め

ます。 

主な 

所管課 

図書館 

2１ 子どもたちの図書館活動の推進 

㊴ 図書館見学、職場体験、ボランティア体験等の受入 継続 

事業 

内容 

小学校からの社会科見学等の図書館見学、中学生の職場体験、高校生

のボランティア体験など積極的に受け入れを行います。 

主な 

所管課 

図書館 

㊵ 図書館を利用した情報活用能力の向上 継続 

事業 

内容 

小学校３年生の社会科見学での図書の分類の説明を行なうとともに、

資料の探し方、分類・索引等の使い方を学べるように、「本の探偵修

行（小学校４年生から６年生）」や「半日図書館員（小学校５、６年

生）講座」、「一日図書館員（中学生）講座」等を開催し、本を利用

した情報リテラシー能力の向上を図ります。またパスファインダーの

作成も引き続き行います。 

主な 

所管課 

図書館 
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1『ＰＯＰ』（ポップ） P19 参照。 

2『ビブリオバトル』 P16 参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

2１ 子どもたちの図書館活動の推進 

㊶ 図書紹介の POP（ポップ）展示やビブリオバトル等の開催 継続 

事業 

内容 

中学生や高校生による図書紹介の POP１の展示、読書ウィークでの POP

バトル、市内高等学校との共催でのビブリオバトル２の開催を引き続き

行います。 

 

主な 

所管課 

図書館 

 

 

【中央図書館テーマ展示】 

【中央図書館所蔵 布絵本（タペストリー）】 
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４ ハンディキャップ等のある子どもたちへの取組 
 

施策の概要 

ハンディキャップのある子どもたちも読書を楽しみ、本に親しんでもらうた

め、録音図書（デイジー図書１、マルチメディアデイジー図書２を含む）や点

字図書だけでなく、布絵本等の効果的な周知に努めます。 

外国語を母語とする子どもたちに向け、外国語図書を充実させ、外国語によ

るおはなし会の開催等の検討を行います。 

 
具体的取組 

 

（７）ハンディキャップ等のある子どもたちへの取組 

                                         

1『デイジー（DAISY）図書』 （英語表記 Digital Accessible Information System） 

視覚障害などで活字の読みが困難な人のために製作されるデジタル録音図書のこと。CD1 枚

におよそ 60 時間もの録音ができ、章や見出し、ページごとに聞きたい場所へ移動すること

ができる。 

2『マルチメディアデイジー図書』  

 パソコンで音声を聞きながら、絵や文字を見ることができ、どこを読んでいるのかハイライト

されてわかる録音図書。 

22 ユニバーサルデザインに基づく読書環境づくり 

㊷  ハンディキャップのある子どもへの読書活動の支援 継続 

事業 

内容 

録音図書（デイジー図書、マルチメディアデイジー図書を含む）や点

字図書だけでなく、布絵本・さわる絵本等の効果的なＰＲ方法を検討

し、ハンディキャップのある子どもたちの読書環境整備に努めます。 

また市内にある東京都立立川ろう学校との連携が行えるよう、利用案

内等について検討します。 

主な 

所管課 

図書館 

㊸ 外国語を母語とする子どもへの読書活動の支援 継続 

事業 

内容 

英語を中心として、中国語、ハングル語等の外国語図書の購入を行い、

蔵書の充実を図ります。また、外国語によるおはなし会の開催につい

て検討します。 

主な 

所管課 

図書館 



 

39 

 

 

第６章 計画の推進にあたって 

 

１ 子ども読書活動の一層の推進 

子どもの読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、

想像力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていくうえで

欠くことのできないものです。 

本計画では、引き続き本市のすべての子どもが、あらゆる機会とあらゆる

場所において自主的に読書を行うことができるよう、市と市民が協働して子

どもの読書環境の整備を進めていきます。 

また、未読率の改善を目指して、子ども達にとって魅力的な図書館となる

ようさまざまな取り組みを行っていきます。 

 

２ 計画の進捗管理 

第３次子ども読書活動推進計画は、立川市第４次長期総合計画前期基本計

画の分野別個別計画であることから、第４次長期総合計画や他の関連計画と

の整合性を図りつつ、本計画を包括する第２次図書館基本計画と合わせて、

子どもの読書活動に関する諸施策を総合的かつ計画的に推進します。 

また、本計画の進捗管理にあたっては、国及び東京都の関連計画等動向

にも注視しながら、庁内の関係部署が連携して、それぞれの取組の達成・進

捗状況について調整し状況確認等を行ってまいります。 

  



 

40 

 

 

 

 

 

 

 

資   料   編 
 

 

 

１．子どもの読書活動の推進に関する法律 

 

２．立川市子ども読書活動推進計画庁内検討委員会設置要綱 

 

３．立川市第 3 次子ども読書活動推進計画策定経過 

 

４．児童書貸出ベスト 平成 13（2001）年度～平成 25（2013）年度 
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子どもの読書活動の推進に関する法律 

平成 13年法律

第 154号 

（目的） 

第一条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに

国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活

動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の

推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やか

な成長に資することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 子ども（おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は、

子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなも

のにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのでき

ないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあら

ゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的に

そのための環境の整備が推進されなければならない。 

（国の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子ど

もの読書活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務

を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地

域の実情を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及

び実施する責務を有する。 

（事業者の努力） 

第五条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子

どもの読書活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍

等の提供に努めるものとする。 

（保護者の役割） 

第六条 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の

習慣化に積極的な役割を果たすものとする。 

（関係機関等との連携強化） 

第七条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑の

実施されるよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携

の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。 

（子ども読書活動推進基本計画） 

第八条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推

進を図るため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子

ども読書活動推進基本計画」という。）を策定しなければならない。 
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  ２ 政府は、子どもの読書活動推進計画を策定したときは、遅滞なく、こ

れを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 

  ３ 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。 

（都道府県子ども読書活動推進計画等） 

第九条 都道府県は、子ども読者活動推進基本計画を基本とするとともに、当該

都道府県における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道

府県における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以

下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよう努め

なければならない。 

  ２ 市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読者活動推

進計画が策定されているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都

道府県子ども読書活動推進計画）を基本とするとともに、当該市町村

における子どもの読書活動の推進の状況を踏まえ、当該市町村におけ

る子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以下「市町

村子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければな

らない。 

  ３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村

子ども読書活動推進計画を策定したときは、これを公表しなければな

らない。 

  ４ 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読

書活動推進計画の変更について準用する。 

（子ども読書の日） 

第十条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとと

もに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書

の日を設ける。 

  ２ 子ども読書の日は、四月二十三日とする。 

  ３ 国及び地方公共団体は、子どもの読書の日の主旨にふさわしい事業を

実施するよう努めなければならない。 

（財政上の措置等） 

第十一条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実

施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるもの

とする。 

 

附則 

この法律は、公布の日から施行する。 

 

〇衆議院文部科学委員会における附帯決議 

政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。 

一 本法は、子どもの自主的な読書活動が推進されるよう必要な施策を講じて
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環境を整備していくものであり、行政が不当に干渉することのないように

すること。 

二 民意を反映し、子ども読書活動推進基本計画を速やかに策定し、子どもの

読書活動の推進に関する施策の確立とその具体化に努めること。 

三 子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、本と親しみ、本と楽しむ

ことができる環境づくりのため、学校図書館、公共図書館等の整備充実に

努めること。 

四 学校図書館、公共図書館等が図書を購入するに当たっては、その自主性を

尊重すること。 

五 子どもの健やかな成長に資する書籍等については、事業者がそれぞれの自

主的判断に基づき提供に努めるようにすること。 

六 国及び地方公共団体が実施する子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業へ

の子どもの参加については、その自主性を尊重すること。 
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立川市子ども読書活動推進計画庁内検討委員会設置要綱 

 

平成 15年 10月 28日教育委員会要綱第３号 

 

改正 

平成 21年４月１日教育委員会要綱第 11号 

平成 26年 10月 23日教育委員会要綱第 45号 

立川市子ども読書活動推進計画庁内検討委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 子どもの読書活動の推進に関する法律（平成 13年法律第 154号）第９条

第２項の規定に基づき、立川市における子どもの読書活動の推進に関する施策

についての計画（以下「子ども読書活動推進計画」という。）を策定するため、

立川市子ども読書活動推進計画庁内検討委員会（以下「検討委員会」という。）

を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 検討委員会は、次の各号に掲げる事項について処理する。 

(１) 子ども読書活動推進計画の策定に関すること。 

(２) その他必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、教育委員会事務局教育部長（以下「教育部長」という。）を、副

委員長は、図書館長を充てる。 

３ 委員は、別表第１に定める者を充てる。 

（職務） 

第４条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

３ 委員は、委員長の命を受けて委員会の事務に従事する。 

（作業部会） 

第５条 検討委員会に付議する事案について必要な事項を調査研究するため、作

業部会を置く。 

２ 作業部会は、部会長及び部会員をもって組織する。 

３ 部会長は、図書館長を、部会員は、別表第２に定める者を充てる。 

（会議） 

第６条 検討委員会及び作業部会は、委員長が招集する。 

２ 検討委員会は、必要があると認めたときは、部会員の出席を求め、意見を聴

き、又は資料の提出を求めることができる。 

（計画の決定） 
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第７条 子ども読書活動推進計画の決定は、教育委員会の議を経て、政策会議の

承認を受けて行うものとする。 

（庶務） 

第８条 検討委員会及び作業部会の庶務は、図書館において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱の施行について必要な事項は、教育委員会事務局教育部長が別

に定める。 

附 則 

この要綱は、平成 15年 10月 28日から施行する。 

附 則（平成 16年４月１日） 

この要綱は、平成 16年４月１日から施行する。 

附 則（平成 21年４月１日教育委員会要綱第 11号） 

この要綱は、平成 21年４月１日から施行する。 

附 則（平成 26年 10月 23日教育委員会要綱第 45号） 

この要綱は、平成 26年 10月 23日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

子ども家庭部子ども家庭支援センター長、教育委員会事務局教育部教育総務課

長、教育委員会事務局教育部学務課長、教育委員会事務局教育部指導課長及び統

括指導主事 

別表第２（第５条関係） 

子ども家庭部子ども家庭支援センター子ども家庭支援センター係長、福祉保健

部健康推進課母子保健係長、教育委員会事務局指導主事、教育委員会事務局教育

部学務課学務保健係長、教育委員会事務局教育部指導課指導係長及び図書館サー

ビス第二係長 
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１ 図書館協議会 

 日  程 審 議 内 容 

第１回 平成 26年８月８日 基本方針について 

第２回 平成 26年 11月 28日 主要施策・取組項目等について 

第３回 平成 27年２月 27日 第３次計画（素案）について 

第４回 平成 27年５月 22日 第３次計画（原案）について 

２ 策定委員会 

〔作業部会〕 

〔本委員会〕 

 

３ 教育委員会定例会 

 

 日  程 審 議 内 容 

第１回 平成 26年 10月 31日 施策体系等について 

第２回 平成 26年 12月５日 主要施策・取組項目等について 

第３回 平成 27年１月９日 主要施策・取組項目等について 

 日  程 審 議 内 容 

第１回 平成 27年１月 29日 第３次計画（素案）について 

 日  程 審 議 内 容 

【平成 25年】 

第 18回 平成 25年９月 26日 

第２次立川市図書館基本計画（仮称）及び第３次

立川市子ども読書活動推進計画（仮称）の策定に

ついて 

【平成 26年】 

第６回 平成 26年３月 20日 
立川市第２次子ども読書活動推進計画の中間総括

及び読書アンケート結果について 

第 23回 平成 26年 12月 18日 立川市第３次子ども読書活動推進計画について 

【平成 27年】 

第３回 平成 27年２月 12日 
立川市第３次子ども読書活動推進計画の検討状況

について 

第９回 平成 27年５月 14日 立川市第３次子ども読書活動推進計画について 

第 13回 平成 27年７月９日 立川市第３次子ども読書活動推進計画について 

立川市第３次子ども読書活動推進計画策定経過 
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